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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 流水検知器と、該流水検知器の一次側に接続され、基端側に水源が設けられた一次側配
管と、該一次側配管に混合器を介して接続される、泡原液が貯蔵された原液タンクと、前
記流水検知器の二次側に接続され、複数の消火ヘッドが設けられる二次側配管とを備えた
消火設備において、前記混合器と前記原液タンクとの間に、火災時に開放する常時閉の阻
止弁を設けたことを特徴とする消火設備。
【請求項２】
 通常時は、前記一次側配管及び前記流水検知器の二次側に、前記水源からの水のみを封
入したことを特徴とする請求項１記載の消火設備。
【請求項３】
 前記二次側配管の基端側に、火災時に一定時間開放する常時閉の排水弁を設けたことを
特徴とする請求項１又は請求項２記載の消火設備。
【請求項４】
 前記一次側配管の混合器の二次側に分岐管を設け、該分岐管に常時閉の試験弁を設けた
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３いずれかに記載の消火設備。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は火災を消火する消火設備に関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】
従来、建物の地下駐車場には泡式の消火設備が一般的に広く設けられている。これは車両
のガソリンやオイルなどによる油火災に適しているためである。泡消火設備では、原液タ
ンクに貯蔵された泡原液と、水源からの水とを混合して泡水溶液をつくり、警戒時におい
ては、この泡水溶液が配管内に充満した状態となっている。そして火災時には、泡水溶液
を消火ヘッドとしての泡ヘッドから、水溶液の状態のまま放水するか、又は泡状に発泡さ
せて放出している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、駐車場などは夏場は、非常に温度が高まり、配管内の液体が膨張して、感知ヘ
ッドが暴発することがある。また車両が配管、感知ヘッドに接触してヘッドを破損したり
して、火災でないにも関わらず、泡水溶液が外部に流出してしまうことがある。この泡水
溶液の原液は腐食性を有するものもあり、外部に流出されると、環境に悪影響を及ぼす恐
れがある。そこで本発明は火災時以外に、泡水溶液が外部に流出することを防ぐことを目
的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は以上の課題を解決するためになされたもので、流水検知器と、該流水検知器の一
次側に接続され、基端側に水源が設けられた一次側配管と、該一次側配管に混合器を介し
て接続される、泡原液が貯蔵された原液タンクと、前記流水検知器の二次側に接続され、
複数の消火ヘッドが設けられる二次側配管とを備えた消火設備において、前記混合器と前
記原液タンクとの間に、火災時に開放する常時閉の阻止弁を設けたことを特徴とするもの
である。また通常時は、前記一次側配管及び前記流水検知器の二次側に、前記水源からの
水のみを封入したことを特徴とするものである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
実施形態１
図１は本発明の実施形態１に係わる消火設備の系統図を示したものである。図１において
、１０は防護区画毎に設置された流水検知器である。この流水検知器１０を基準として一
次側に接続された配管を一次側配管１１、二次側に接続された配管を二次側配管２１とす
る。
【０００６】
１１は一次側配管で、基端側には水源としての水槽１２及びポンプ１３が設けられる。一
次側配管１１の途中には、混合器１５が設けられる。この混合器１５には配管１６を介し
て原液タンク１７が接続される。混合器１５は、原液タンク１７に貯蔵された泡原液と水
槽１２からの水を混合して所定濃度の泡水溶液を生成するものである。
【０００７】
この混合方式は、ベンチュリープロポーショーナ方式と呼ばれるもので、ポンプ１３によ
り圧送された水槽１２からの水が混合器１５を通る際に、混合器１５はベンチュリー作用
により原液タンク１７の泡原液を吸い込むものである。１８は火災時に開放する常時閉の
阻止弁で、混合器１５と原液タンク１７との間に設けれた配管１６に設けられる。
【０００８】
ところで、混合方式としては、原液タンク１７内に送水管を介して水源側から水を送りこ
んで、タンク内の泡原液を加圧して排出させるプレッシャープロポーショーナ方式などの
他の方式でも構わない。この場合には送水管にも常時は閉じており、火災時に開放される
弁を設けるようにしてもよい。
【０００９】
２２は一斉開放弁で、一次側が二次側配管２１に接続され、二次側に、複数の消火ヘッド
としての泡ヘッド２４が設けられる配管２３が接続される。また一斉開放弁２２の制御室



(3) JP 4212762 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

には、複数の感知ヘッド２６が設けられた配管２５が接続される。
【００１０】
２８は一斉開放弁２２と同じ放射区域（防護区画）に設けられた火災感知器である。２９
は火災感知器２８、阻止弁１８、ポンプ１３及び流水検知器１０とそれぞれ信号線を介し
て接続されている制御盤である。制御盤２９は、火災感知器２８が動作し、かつ流水検知
器１０が動作した時に、阻止弁１８を開放するように制御する。また流水検知器１０が動
作した時に、ポンプ１３を起動させる。
【００１１】
この消火設備は、初期時にポンプ１３を駆動して、一次側配管１１側に水槽１２の水を供
給する。この時、阻止弁１８は閉じているため、一次側配管１１及び流水検知器１０の二
次側、つまり二次側配管２１と配管２５内には、泡原液が流入せず、水源１２からの水の
みが封入され、通常時は、この状態が維持される。
【００１２】
このような消火設備において、火災が発生した場合について説明する。防護区域にて火災
が発生すると、まず火災感知器２８が動作して、制御盤２９に火災信号を送出する。続い
て感知ヘッド２６が動作して、配管２５内の加圧水が放出され、一斉開放弁２２の制御室
の圧力が低下する。これにより一斉開放弁２２の弁は開放して、二次側配管２１と配管２
３とを接続する。そして二次側配管２１内の水が泡ヘッド２４から放水されると、流水検
知器１０が配管内の減圧または水の流れを検知して、制御盤２９に流水信号を出力する。
【００１３】
ここで制御盤２９は、阻止弁１８に開放信号を出力して、阻止弁１８を開放させる。これ
と同時に、流水による配管内の減圧によりポンプ１２は自動起動される。こうして水槽１
２の水がポンプ１３によって、混合器１５側へ圧送される。混合器１５を通過する水は、
原液タンク１７からの泡原液を吸い込んで混合し、所定濃度の泡水溶液を生成して、二次
側配管２１側へ供給する。このようにして泡水溶液が、流水検知器１０及び一斉開放弁２
２を通って、泡ヘッド２４から発泡されて放出され、火災を消火する。
【００１４】
次に、夏季のように防護区域が非常に暑くなったりして、感知ヘッド２６が破損する場合
について説明する。この場合には、前述したように、一斉開放弁２２が開放し、流水検知
器１０が流水信号を出力する。そしてポンプ１３が起動して、水槽１２の水が供給される
ことになる。しかし、火災感知器２８が動作していないため、阻止弁１８は閉じたままで
あり、この阻止弁１８により一次側配管１１側への泡原液の流入が阻止される。
【００１５】
従って、泡ヘッド２２からは水のみしか放水されないので、火災でない時に、防護区画内
に泡消火剤が流出されることを防止できる。また特に、通常時において、一次側配管１１
及び流水検知器１０の二次側に、水源からの水のみを封入し、配管内に泡水溶液を混在さ
せないようにしているので、非火災時及び点検時に作動させても、全く泡消火剤は外部に
流出しない。よって環境に良い消火設備を構築できる。また長期間、配管の良い状態を維
持できる。
実施形態２
次に本発明の実施形態２を図２を用いて説明する。なお実施形態１と同じ部分には同じ符
号を付けて説明を省略する。図２において、流水検知器１０の二次側には常時は閉じた制
御弁３０が設けられる。なお制御弁３０に圧力スイッチなどの流水検知機能を付加して、
流水検知器１０を省略してもよい。また制御弁３０の一次側と二次側を接続する、図示し
ない補給水用のバイパス配管を設けてもよく、このような配管を設けることで二次側配管
２１内を所定圧に調整することができる。制御弁３０の二次側配管２１には、消火ヘッド
としての閉鎖型の噴霧ヘッド３４が複数設けられる。
【００１６】
３１は二次側配管２１の基端側、例えば制御弁３０の二次側から分岐された排水管である
。この排水管３１には常時は閉じた排水弁３２が設けられる。この排水弁３２は、火災時
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に一定時間開放する弁である。３５は一次側配管１１の混合器１５の二次側から分岐され
た分岐管である。分岐管３５には常時は閉じた試験弁３６が設けられる。また一次側配管
１１と分岐管３５と接続部分の二次側には、常時は開放された止水弁３７が設けられてい
る。なお４１は常時は閉じた混合器弁で、試験時に混合比を計測する際に開放される。
【００１７】
３９は制御盤で、流水検知器１０、阻止弁１８、火災感知器２８、制御弁３０及び排水弁
３２とそれぞれ信号線を介して接続されている。この制御盤３９は、実施形態１の制御盤
２９が行う制御の他に、火災感知器２８が動作した時に、制御弁３０を開放させ、また火
災感知器２８が動作し、かつ流水検知器１０が動作した時に、排水弁３２を一定時間だけ
開放させるように制御する。ここで一定時間とは、火災時に、一次側配管１１に封入され
た水を排水するのに要する時間、言い換えれば、ポンプ１３が起動して、混合器１５で混
合された泡水溶液が二次側配管２１に送られてくるまでにかかる時間である。
【００１８】
なおこの実施形態においても、通常時においては、一次側配管１１及び流水検知器１０の
二次側、つまり二次側配管２１内には、泡原液が流入せず、水源１２からの水のみが封入
されている。このように実施形態２は、排水弁３２及び試験弁３６を設けた点、また消火
ヘッド３４を閉鎖型にして点が、実施形態１と異なる主な部分である。なお実施形態１に
排水弁３２や試験弁３６を設けるようにしてもよい。
【００１９】
また本実施形態２においては、混合方式として、原液タンク１７内に送水管を介して水源
１２側から水を送りこんで、タンク内の泡原液を加圧して排出させるプレッシャープロポ
ーショーナ方式としている。送水管にも常時は閉じており、火災時に開放される弁を設け
てもよい。
【００２０】
このような消火設備において、火災が発生した場合について説明する。防護区域にて火災
が発生すると、まず火災感知器２８が動作して、制御盤３９に火災信号を送出する。そう
すると制御盤３９は制御弁３０を開放させる。続いて消火ヘッド３４が動作して、二次側
配管２１内の加圧水が放水され、流水検知器１０が配管内の減圧または水の流れを検知し
て、制御盤３９に流水信号を出力する。
【００２１】
ここで制御盤３９は、排水弁３２及び阻止弁１８に開放信号を出力して、排水弁３２及び
阻止弁１８を開放させる。またこれと同時に、配管１１内の減圧を、図示しない圧力空気
槽の圧力スイッチにより検知してポンプ１３が自動的に起動する。
【００２２】
排水弁３２が開放されると、二次側配管２１の水が排水され、また一次側配管１１内に通
常（初期）時に封入されていた水がポンプ１３によって圧送されて排水される。そして一
定時間経過後に、排水弁３２は閉止される。消火ヘッド３４動作した時に、この排水弁３
２を開放させないと、所定時間の間は、消火ヘッド３４からは水だけが放水されることに
なるので、消火効率が十分でない。そこでこのように排水弁３２を設けることで、通常時
において一次側配管１１及び二次側配管２１内に封入されていた水を急速に排水させるこ
とが可能となり、消火ヘッド３４から水よりも消火性能が高い泡水溶液のみを消火剤とし
ていち早く放水させることができる。また油火災の場合には水が放水されるのを防ぐこと
ができる。
【００２３】
ポンプ１３が起動されると、水槽１２の水がポンプ１３によって、混合器１５側へ圧送さ
れる。混合器１５を通過する水は、原液タンク１７からの泡原液を吸い込んで混合し、所
定濃度の泡水溶液を生成して、二次側配管２１側へ供給する。このようにして泡水溶液が
、流水検知器１０及び制御弁３０を通って、消火ヘッド３４から放水され、火災を消火す
る。
【００２４】
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次に、不慮の事故などによって、消火ヘッド３４が破損した場合について説明する。この
場合には、破損した消火ヘッド３４から二次側配管２１内の水が流出する。ここで前述し
たように、制御弁３０の一次側と二次側を接続するバイパス配管がある場合には、バイパ
ス配管を通って、一次側配管１１の水が二次側配管２１へと流れ、流水検知器１０が流水
信号を出力する。そしてポンプ１３が起動して、水槽１２の水が供給されることになる。
しかし、火災感知器２８が動作していないため、阻止弁１８は閉じたままであり、この阻
止弁１８により一次側配管１１側への泡原液の流入が阻止される。従って、消火ヘッド３
４からは水のみしか放水されないので、火災でない時に、防護区画内に消火剤が流出され
ることを防止できる。
【００２５】
また特に、通常時において、一次側配管１１及び流水検知器１０の二次側に、水源からの
水のみを封入し、配管内に泡水溶液を混在させないようにしているので、非火災時には、
全く泡消火剤は外部に流出しない。よって環境に良い消火設備を構築できる。
【００２６】
この消火設備において、混合器１５よって、所定濃度の泡水溶液が生成されているかを試
験する場合について説明する。この場合には、まず止水弁３７を閉じ、阻止弁１８を開放
させ、更に試験弁３６を開放させてから、ポンプ１３を起動させる。そして試験弁３６か
ら流出する泡水溶液を所定量だけ計量器を用いて採取し、所定濃度になっているかを測定
する。この後、阻止弁１８を閉じて、阻止弁１８の二次側に残った泡原液がなくなるまで
ポンプ１３を運転させてから、試験弁３６を閉じ、最後に止水弁３７を開放させる。
【００２７】
このような試験弁３６を設けることで、泡原液の薬剤を外部に多量に流出させることなく
、適正な泡水溶液が生成されていれるかを試験することができる。また試験時には止水弁
３７が閉じられるので、二次側配管２１は勿論、一次側配管１１の大部分には泡水溶液が
入りこまないので、通常時の配管内に水だけを封入した状態を維持することができる。
【００２８】
また混合器１５の混合比Ｋだけを計測する場合は以下のように行う。まず阻止弁１８を閉
じた状態で、混合器弁４１を開放し、そして試験弁３６を開放させる。このようにして、
ポンプ１３から送水された水が混合器１５を通り、試験弁３６から排出される。この時、
混合器弁４１と直列に設けられた図示しない流量計により、原液に相当する流量Ｑ２を計
測し、あわせて試験弁３６に設けられた流量計により、試験弁３６の通過流量Ｑ１を計測
して、混合比Ｋ＝Ｑ２／Ｑ１は計測される。
【００２９】
なお、配管内には水のみを封入するとしたが、例えば寒冷地においては、二次側配管内の
水は凍結する恐れがあるので、二次側配管の基端側に逆止弁を設けて、その逆止弁の二次
側には不凍液を封入させるようにしてもよい。
【００３０】
【発明の効果】
本発明は、混合器と原液タンクとの間に、火災時に開放する常時閉の阻止弁を設けたので
、非火災時には、消火ヘッドからは水のみしか流出しない。従って火災でない時に、防護
区画内に泡消火剤が流出されることを防止できる。また通常時は、一次側配管及び流水検
知器の二次側に、水源からの水のみを封入し、配管内に泡水溶液を混在させないようにし
ているので、点検時に作動させても、及び消火ヘッドが暴発、破損したとしても、全く泡
消火剤は外部に流出しない。よって環境に良い消火設備を構築できる。
【００３１】
また二次側配管の基端側に、火災時に一定時間開放する常時閉の排水弁を設けたので、通
常時において一次側配管１１及び二次側配管２１内に封入されていた水を急速に排水させ
ることが可能となり、消火ヘッド３４から水よりも消火性能が高い泡水溶液のみを消火剤
としていち早く放水させることができる。また油火災の場合には水が放水されることを防
ぐことができる。
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【００３２】
また一次側配管の混合器の二次側に分岐管を設け、分岐管に常時閉の試験弁を設けたので
、泡原液の薬剤を外部に多量に流出させることなく、適正な泡水溶液が生成されているか
を試験することができる。また試験時には止水弁が閉じられるので、二次側配管は勿論、
一次側配管の止水弁の二次側には泡水溶液が入りこまないので、通常時の配管内に水だけ
を封入した状態を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態１の消火設備の系統図である。
【図２】本発明の実施形態２の消火設備の系統図である。
【符号の説明】
１０　流水検知器、　１１　一次側配管、　１２　水槽、　１３　ポンプ、
１５　混合器、　１６　配管、　１７　原液タンク、　１８　阻止弁、
２１　二次側配管、　２２　一斉開放弁、　２３　配管、　２４　泡ヘッド、
２５　配管、　２６　感知ヘッド、　２８　火災感知器、　２９　制御盤、
３０　制御弁、　３１　排水管、　３２　排水弁、　３４　消火ヘッド、
３５　分岐管、　３６　試験弁、　３７　止水弁、　３９　制御盤、
４１　混合器弁、

【図１】 【図２】
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